
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



年次報告書の刊行にあたって 

 

人口減少対策から、全国で地方創生への取組が進んでいる中、岩手にとって

喫緊の課題である、東日本大震災津波からの復旧・復興とふるさと振興を進め

るために重要なのが、女性の活躍です。 

女性が活躍するためには、男性の理解と協力が必要です。また、女性にとっ

て暮らしやすい社会は男性にとっても暮らしやすい社会となります。このよう

なことから、男女が互いの人権を尊重し、家庭・地域・職場など様々な分野に

おいて対等なパートナーシップを発揮することができる「男女共同参画社会」

を実現することが必要です。 

国においては、本年 9 月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」を施行し、国、地方公共団体や従業員が 300 人を超える民間事業主に、女

性の活躍に向けた取組に係る数値目標を盛り込んだ行動計画の策定と公表を義

務付けました。これにより、女性の職業生活における活躍が推進され、豊かで

活力ある社会が実現することが期待されています。 

 本県においても、若者や女性の活躍支援に取り組んでおり、平成 26年５月に

は「いわて女性の活躍促進連携会議」を設立して経済団体や産業団体等と連携

した取組を進め、女性の活躍を支援する気運の醸成や関係団体との連携の強化

を図っています。 

さらに、このような男女共同参画を取り巻く情勢の変化に対応するため、県

では現在、平成 23 年 3 月に策定した「いわて男女共同参画プラン」の改訂を進

めているところです。 

この年次報告書は、岩手県男女共同参画推進条例第 22条に基づき、本県にお

ける男女共同参画の現状や推進に関する施策の実施状況を取りまとめたもので

す。 

 本書を通じて、多くの方が男女共同参画についての理解と関心を深められ、

男女共同参画社会の実現のための資料として御活用いただければ幸いです。 

 

平成 27年 12月   

岩手県環境生活部若者女性協働推進室  
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総括 

本県では、平成 11 年６月に制定された「男女共同参画社会基本法」を踏まえ、

平成 12年３月に平成 22年度を目標年次とする「いわて男女共同参画プラン」（以

下「平成 12 年プラン」という。）を策定し、男女共同参画社会の実現を図ってき

ました。 

また、平成 14 年 10 月には「岩手県男女共同参画推進条例」を制定し、男女共

同参画の推進に関する基本理念や県、県民等の責務、施策の基本的事項などを定

めたところです。 

 その後、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」や「次世代

育成支援対策推進法」の制定など男女共同参画に関する制度等との整合を図るた

め、平成 17年６月にはプランの見直しを行いました。 

平成 12年プランは平成 22年度で計画期間が満了し、現在は、平成 23年度を初

年度とし、平成 32 年度を目標年次とする 10 か年間計画である新しい「いわて男

女共同参画プラン」（以下「平成 23 年プラン」という。）に基づき、「男女が互い

に尊重し合い、共に参画する社会」を基本目標として総合的な施策の推進を図っ

ています。 

 以下では、平成 23年プランにおける３つの「施策の基本的方向」に沿って、平

成 26年度の男女共同参画の状況を総括しました。 

 

Ⅰ 男女共同参画をリード・サポートする人材の育成 

  男女共同参画を推進する教育・学習の充実を図るため、「男女共同参画サポー

ター養成講座」を開講し、平成 26年度まで 805名が認定されました。指標と

している男性の認定者数は、平成 26 年度に８名で、目標としている 10 人を

下回っています。男性のサポーターがいる市町村の割合は 66.7％で、前年度よ

り 3.1 ポイント増加しましたが、目標達成のため、引き続き、市町村への働き

かけを行うほか、男女共同参画サポーター養成講座の周知やカリキュラムの見

直しなどにも取り組んでいきます。 

 また、子育てサポーターについては、平成26年度は新規に42人が認定され、

目標の 407人（累計）を大きく上回る 495人（累計）が認定されています。 

男女が共に支える社会に関する意識調査は平成 24年度に実施し、平成 26年度

は調査を実施していないことから、固定的性別役割分担意識等、県民意識の平成

26 年度の状況は不明ですが、男女共同参画センターを拠点として、ホームペー

ジや情報誌による情報発信、出前講座等により、普及啓発に取り組んでいきます。 

  平成 26 年度の表彰事業では「いわて男女共同参画社会づくり表彰」（知事表

彰）1 名と「いわて男女共同参画社会づくりチャレンジ表彰」（環境生活部長表

彰）1名が受賞し、男女共同参画フェスティバルにおいて表彰式を行い、男女共

同参画推進に向けた機運の醸成を図ることができました。 

  また、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を進めていますが、県の男女
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いずれか一方の委員の数が委員総数の40％未満にならない審議会等の全審議会

における割合が前年度の 59.4％から 60.3％に 0.9 ポイント上昇しました。し

かしながら、目標に届かない状況であることから、今後は、充て職の見直しを行

うこと、公募制の導入を検討すること、団体推薦にあっては、団体の代表に限ら

ない幅広い人選を依頼することに取り組んでいくよう各審議会の所管課に働き

かけていきます。 

   教職員の管理職に占める女性の割合は、平成 25 年度の 17.1％から 17.7％

に 0.6 ポイント上昇しました。県立学校では、女性管理職数はわずかながら増

加してきていますが、管理職としての適性を有していながら、自己推薦するに至

っていない者が潜在する可能性が高いと考えられるので、対象者の掘り起こしを

図るとともに、管理職任用選考に基づき適切な任用を進めていくこととしていま

す。 

 

Ⅱ 家庭・地域・職場において個性と能力を発揮できる社会づくり 

  本県の女性の労働力率は、全国平均に比べほとんどの年代が上回っており、

いわゆるＭ字カーブは全国より底が浅くなっています。 

所定内給与額の男女間格差は、男性の賃金を 100とした場合、女性の賃金比

率は 75.5 となり、平成 25年の 74.9より 0.6ポイント上昇しています。 

家族経営協定締結農家数は、平成25年度から54戸増加し1,777戸となり、

目標は下回りましたが、着実に増加しています。しかしながら、農業農村指導士

の平成 26 年度の認定者 17 名のうち 3 名が女性となり、また、女性の漁業士

数については前年度と変わらず、いずれも目標を達成できませんでした。 

平成 26年県民生活基本調査によると、いわゆる共働き世帯での夫の家事労働

時間は妻の 34.4％となり、昨年度調査時の 33.2％から 1.2ポイント上昇して

いますが、妻が家事の大部分を担っていることから、庁内外と連携して企業等で

のワーク・ライフ・バランス推進に向けて取り組んでいきます。 

 

Ⅲ 女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援 

  配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は前年度を 135 件下回りました

が警察署への相談件数は前年を 46 件上回りました。全国の相談件数も増加し

ており、今後も相談・支援体制の充実に努めていきます。 

また、平成 24年度男女が共に支える社会に関する意識調査によると、ＤＶ防

止法の名称又は内容を知っている人の割合及び自治体の相談支援センター、警察

で相談や被害者保護を行っていることを知っている人の割合は、前回調査時（21

年度）より大きく低下したことから、26年度も引き続き、11月の「女性に対す

る暴力をなくす運動」の機会を捉えた広報活動に取り組んだほか、市町村等関係

機関に対し広報・啓発への取組を依頼するなど、各地域においても広報・啓発活

動が行われるよう、働きかけを行いました。 



 

 

第 １ 部 

 

岩手県の男女共同参画の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本県では、「いわて男女共同参画プラン」（平成 23 年度策定）にお

いて、３つの「施策の基本的方向」を定めています。 

 ここでは、この基本的方向ごとに、各種統計データを用いて、本県

における男女共同参画の現状を示しています。 

～プラン「施策の基本的方向」～ 

 

Ⅰ 男女共同参画をリード・サポートする人材の育成 

Ⅱ 家庭・地域・職場において個性と能力を発揮できる 

社会づくり 

Ⅲ 女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援 



           
 

 

 3 

Ⅰ 男女共同参画をリード・サポートする人材の育成  

 

（１）男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県青少年・男女共同参画課「平成 24 年度男女が共に支える社会に関する意識調査」 

 

 

７割弱（66.3％）が、社会全体として「男性の方が優遇されている」（男性が非常

に優遇＋どちらかといえば男性が優遇）と回答している。平成10年度の調査と比較す

ると、全ての項目で「平等」との回答割合が増加している。（※平成10年度は「社会

全体として」の項目はなし。） 
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（２）固定的性別役割分担意識（「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである。」） 

 

 

 

固定的役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」の考え方）について 

 

※県青少年・男女共同参画課「平成 24年度男女が共に支える社会に関する意識調査」 

 

（３）男女共同参画サポーターの認定状況（平成27年3月現在） 

 

 

 

男女共同参画を推進するために、市町村からの推薦を受け、地域で意識啓発等の核となって活躍
する人材の育成を行っています。認定されたサポーターは、市町村において、市町村男女共同参画
計画策定や男女共同参画に関する情報紙発行に参画するなど、地域における男女共同参画の推進に
貢献しています。 

※県青少年・男女共同参画課調査 

 

（４）男女共同参画社会基本法の認知度 

     

 

 

 

   

※県青少年・男女共同参画課「平成 24年度男女が共に支える社会に関する意識調査」 

 

 

17.9 

16.9 

27.1 

17.9 

17.1 

15.3 

11.1 

10.8 

61.7 

62.4 

60.1 

68.1 

3.3 

5.4 

1.7 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24年度調査 

21年度調査 

18年度調査 

15年度調査 

固定的性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」の考え方について）（単位：％） 

同感する 

わからない 

同感しない 

無回答 

15.6 

13.9 

20.8 

10.5 

40.4 

46.9 

40.9 

34.0 

33.8 

30.4 

29.5 

45.2 

10.2 

8.8 

8.9 

10.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24年度調査 

21年度調査 

18年度調査 

15年度調査 

男女共同参画社会基本法の認知度（単位：％） 

内容を知っている 

聞いた事はあるが内容は知らない 

知らない 

無回答 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に対し、否定的な回答は６

割を超えているが、「わからない」という回答が増えている。 

・805名（女性 708、男性 97）を認定     （プラン目標 H26 男性 108名） 

・男性のサポーターがいる市町村の割合 66.7% （プラン目標 H26 90.0％） 

男女共同参画社会基本法の認知度は平成 15年度と比較すると増加しているが、平成

24 年度で 56.0％と目標値よりも低く、知らない人の割合は前回調査より増加してい

る。（プラン目標 H24名称又は内容を知っている割合 70.5％） 
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（５）県・市町村議会の女性議員の状況（平成 26年 12月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 議員数 

（人） 

女性議員 

（人） 

女性比率 

（％） 

全国平均 

（％） 

岩手県議会議員 45 4 8.9 8.9 

市議会議員 338 30 8.9 13.8 

町村議会議員 266 20 7.5 8.9 

     ※総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」(平成 26年 12月 31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

・県議会では 8.9％で、全国平均と同水準である。 

・市議会では 8.9％、町村議会では 7.5％で、いずれも全国平均よりも低い割合となってい

る。 
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（６）地方公共団体の審議会等における女性委員の登用状況 

 

 

 

 

※県若者女性協働推進室調査 

 

   審議会等における女性委員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

(％) 

   調査時期  
都道府県 市町村 

国 
岩手県 (全国平均) 市町村（県内） (全国平均) 

審議会等の 

女性委員の割合 

12.3.31 現在 26.0          

18.4.1現在 30.3      

 24.4.1 現在 33.7 34.7  22.6 23.9  

 25.4.1 現在 32.7 34.5 22.6 24.2 34.1 (25.9.30) 

26.4.1現在 34.1 35.3 23.8 25.1 35.4(26.9.30) 

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

 

 

 

 

・国は 35.4％（平成 26年 9月 30日現在） 

・県は 34.1％（平成 26年 4月 1日現在） 

・市町村では 23.8％（平成 26年 4月１日現在） 

本県における男女いずれか一方の委員の数が委員総数の 40%未満にならない審議会等の

全審議会等における割合は、68審議会等中 41審議会で 60.3%。（プラン目標 H26 74.0％） 

除外している９審議会等を含めた場合の割合は、77審議会中 41審議会で 53.2%。 
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（７）地方公務員管理職における女性の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

(％) 

  調査時期  
管理職の女性比率 （都道府県平均） 

全体 うち一般行政 全体 うち一般行政 

地方公務員管理職に占める女性の割合 

※課長相当職以上 

  

16.4.1現在 4.5  0.5  4.9  3.6  

20.4.1現在 3.8 0.9 5.4 4.3 

24.4.1現在 3.9 1.7 6.5 5.5 

25.4.1現在 3.9 2.0 6.8 5.9 

26.4.1現在 4.2 1.9 7.2 6.4 

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

  

  

  

 ≪参考≫岩手県の知事部局職員数に占める管理職の割合（H26.4.1） 

 知事部局職員数※（人） 管理職の人数（人） 職員数に占める管理職の割合（％） 

全体 3,942 349 8.8 

男性 3,080 342 11.1 

 女性 862 7 0.8 

         ※知事部局職員数には、技能労務職員及び公益法人等派遣職員を含まない。（県人事課調査） 

 

 

 (％) 

 調査時期  
管理職の女性比率 （全国平均） 

全体 うち一般行政 全体 うち一般行政 

地方公務員管理職に占める女性の割合 

（岩手県内市町村） ※課長相当職以上 

15.3.31 現在 7.5  5.8  7.2  5.0  

20.4.1現在 7.0 4.8 8..9 5.7 

24.4.1現在 8.1 4.9 11.0 7.6 

25.4.1現在 9.8 5.6 12.2 8.4 

26.4.1現在 9.9 6.6 13.1 9.0 

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

 

 

・県職員は全国平均 7.2％（うち一般行政職 6.4％）に対し、 

         本県は4.2％（うち一般行政職1.9％）。 

・市町村職員は全国平均13.1％（うち一般行政職9.0％）に対し、 

本県は 9.9％（うち一般行政職6.6％）。 
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Ⅱ 家庭・地域・職場において個性と能力を発揮できる社会づくり 

 

（１） 本県の労働力率 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

※ 総務省「国勢調査」（平成 17 年、平成 22 年）   
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年齢 

岩手県の年齢階級別労働力率 

（男性） H22

Ｈ17 

女性は、25～29歳と、45～49歳の２つのピークを持つ「Ｍ字」型の傾向にあるが、 

ほぼ全ての年齢階級で全国平均を上回っている。特に 30～39歳では８ポイント近く上回り、

「Ｍ字カーブ」の底が浅くなっている。男性は 25 歳から 59 歳の各年齢階級で 90％以上と

高くなっている。 

 

本県分について５年前と比較すると、女性は若干、「Ｍ字カーブ」の底が浅くなっている。 

男性は、５年前とほとんど変わらない。 
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（２） 正規職員・従業員の割合 

 

 

 

 

 

 

                   ※総務省「就業構造基本調査」（平成 24年） 

 

（３） 男女別所定内給与額の推移  

 

 

 

 

 

 
※厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成 26年） 

 

81.3 83.8 83.8 83.2 
79.6 
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本県の男女別正規の職員・従業員の割合

の推移（役員を含む）（単位：％） 

男 

女 

85.4 
80.4 

77.1 
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45.0 
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20
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100

H14 H19 H24

本県の男女別正規の職員・従業員の割

合の推移（役員を除く）（単位：％） 

男 

女 

女性の正規職員・従業員割合は低下の傾向にあり、平成 19年から平成 24年にかけては、

男性の 3.3ポイント低下に対し、女性は 4.6ポイント低下している。 

本県の所定内給与額の男女間格差は、男性の賃金を 100とした場合、女性の賃金の比率は

75.5となり、前年（74.9）より 0.6ポイント増加した。 
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（４） 家族経営協定締結農家数 

 

 

 

 

家族経営協定とは、家族全員が意欲と生き甲斐をもって農業に取り組んでいける状態を作りだすた

め、経営の目標や報酬・休日の取り方・委譲計画・生活上の諸事項等について話し合い、取り決めた

ルールを文書で結ぶものです。 

 

 平成 21年度 平成 24年度 平成 26年度 

家族経営協定締結農家数（累計） 1,313戸   1,723戸 1,777戸 

※県農業普及技術課調査 

 

（５） 女性の漁業士数  

 

 

 

女性漁業士は市町村長、漁業協同組合長及び女性の場合は漁業協同組合女性部長の推薦に基づき、

岩手県漁業士認定委員会の選考を経て知事が認定する。 

   

 平成 21年度 平成 25年度 平成 26年度 

女性の漁業士数（累計） 13人 10人 10人 

※県水産振興課調査 

 

 

（６）自治会長に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 自治会長数 

（人） 

女性自治会長

のいる市町村 

（市町村） 

女性自治会長数 

（人） 

女性比率 

（％） 

市 町 村 2,699 15 95 3.5 

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

※ 自治会長数不明のため宮古市、陸前高田市、釜石市を除く 

 

 

 

 

平成 26 年度の新規締結農家数は 54 戸で累計 1,777 戸となり、平成 26 年度の目標戸数を

下回っている。（プラン目標 H26 1,800戸） 

平成 26年度末現在の漁業士は 97名で、そのうち女性漁業士は前年度と同じ 10名であり、

目標を達成できなかった。（プラン目標 H26 16人） 

平成 26 年４月１日現在における県内の自治会長 2,699 人のうち、女性の自治会長のいる

15市町村で 95人となっており、3.5%の割合となっている。 
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（７）夫婦の家事労働時間  

 

 

 

 

※県「平成 26年県民生活基本調査」 

 

（８）両立の理想と現実 

 

 

 

 

 

 

※県青少年・男女共同参画課「平成 24年度男女が共に支える社会に関する意識調査」 

 

1.6 

11.1  

28.7 

21.2 

35.8 

20.5 

16.5 

11.8 

2.1 

16.5 

12.2 

13.2 

3.1 

5.9  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理想 

現実 

仕事と家庭生活・社会活動の両立について 

（女性について 女性の回答） 

仕事に専念 

仕事を優先 

両立 

家庭生活・社会活動を優先 

家庭生活・社会活動に専念 

わからない 

無回答 

7.0 

18.6  

53.3 

40.3  

28.7 

17.7  

3.5 

4.1  

0.0 

4.9  

3.5 

9.3  

4.1  

5.2  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理想 

現実 

仕事と家庭生活・社会活動の両立について 

（男性について 男性の回答） 

仕事に専念 

仕事を優先 

両立 

家庭生活・社会活動を優先 

家庭生活・社会活動に専念 

わからない 

無回答 

「夫のみ仕事をしている」世帯での夫の家事労働時間は妻の 34.6%、「共働き」世帯での

夫の家事労働時間は妻の 34.4%であり、いずれも妻が家事の大部分を担っている。 

『「家庭生活又は社会活動」と「仕事」を両立している』とした回答は、男女とも 20％程

度だったのに対し、理想は、男性は 11ポイント、女性は 15ポイントほど高くなっており、

両立の理想と現実に差が生じている。 
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（９）両立を可能とするために必要なこと 

 

 

 

 

       

 

 

       
※県青少年・男女共同参画課「平成 24年度男女が共に支える社会に関する意識調査」 

 

40.9  

31.8  

15.5  

42.9  

61.0  

53.8  

37.3  

40.0  

42.6  

14.9  

36.4  

18.1  

0.9  

4.7  

0 20 40 60 80

労働条件面での男女格差解消 

昇進・昇格機会の男女差解消 

研修・職業訓練機会の確保 

労働時間短縮、休暇制度の充実普及 

育児・介護休暇を利用しやすい職場環境整備 

育児・介護のための退職者の復職・再雇用制度 

柔軟な勤務体制の導入 

金銭面での支援の充実 

保育・介護サービスの向上 

両立に関する相談窓口 

固定的役割分担意識の解消 

男女平等教育 

その他 

無回答 

両立のために必要なこと（女性について 複数回答）（単位：％） 

32.3 

24.4 

17.8 

42.3 

49.7 

34 

37.8 

33.5 

31.9 

13.1 

36.4 

18.7 

0.8 

8.6 

0 20 40 60

労働条件面での男女格差解消 

昇進・昇格機会の男女差解消 

研修・職業訓練機会の確保 

労働時間短縮、休暇制度の充実普及 

育児・介護休暇を利用しやすい職場環境整備 

育児・介護のための退職者の復職・再雇用制度 

柔軟な勤務体制の導入 

金銭面での支援の充実 

保育・介護サービスの向上 

両立に関する相談窓口 

固定的役割分担意識の解消 

男女平等教育 

その他 

無回答 

両立のために必要なこと（男性について 複数回答）（単位：％） 

男女とも、「育児・介護休暇制度を利用しやすい職場環境の整備」が必要という回答が最

も多くなっている。次に回答の多かったものは、女性については「復職、再雇用制度」、男

性については、「労働時間の短縮等」だった。 
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Ⅲ 女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援 

（１） 配偶者等からの暴力被害経験 

 

 

 

 

※県青少年・男女共同参画課「平成 24年度 男女が共に支える社会に関する意識調査」   

 

（２） 相談件数・保護命令件数・一時保護件数 

 

 

 

 

※配偶者暴力相談支援センターの相談件数は年度で集計したもの。 

※県の配偶者暴力相談支援センターは H17まで 1箇所、H18～20年度は 12箇所、21年度 13箇所、22年度 12箇所となっている 

0.5  

1.9  

6.4  

1.6  

92.3  

0.3  

0.3  

2.6  

1.2  

96.8  

0.7  

3.3  

9.4  

1.9  

88.7  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

生命の危険を感じる身体的暴力 

なぐる・蹴るなどの身体的暴力 

精神的暴力（ことばの暴力） 

性的暴力（性的行為の強要など） 

無回答（受けたことがない） 

過去５年間におけるDV被害経験（複数回答）（単位：％） 

合計 

男性 

女性 

過去５年間に受けたＤＶの中で最も多かったのは「精神的暴力（ことばの暴力）」で、女

性の9.4％が受けた。男性もわずかだがＤＶを受けた経験を持つという回答があった。 

平成 26 年度の県内の配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は 1,504 件となり、前年

度に比べ 135 件減少している。警察署への相談件数は 414 件となり、前年度に比べ 46 件増

加している。 
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※警察署の相談件数は暦年で集計したもの  

 

 

  ※暦年調査であり、岩手県は警察本部調査、全国は警察庁調査 
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（３）ＤＶ防止法の周知度 

 

 

 

※県青少年・男女共同参画課「平成 24年度 男女が共に支える社会に関する意識調査」 

27.4 

45.2 

19.1 8.3  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答 

配偶者暴力防止法を聞いたことがある県民の割合は半数近いが、内容を知っている割合は

３割程度にとどまっている。（プラン目標 H24 名称若しくは内容を知っている割合 85.1％） 

 



 

 

第 ２ 部 

 

岩手県の男女共同参画推進状況 

～「いわて男女共同参画プラン」による～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「いわて男女共同参画プラン」の着実な推進を図るため、15の主要指

標と 23 の参考指標を定めて毎年進捗状況を把握し、施策の検証・評価

を実施しています。 
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≪施策の体系≫ 

 

Ⅰ 男女共同参画をリード・サポートする人材の育成 

  １ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

（1） 家庭教育の充実 

（2） 学校教育の充実 

（3） 社会教育の充実と生涯学習の振興 

（4） 地域において男女共同参画を推進する人材の養成 

（5） 国際理解・国際協調の促進 

 

  ２ 男女共同参画の視点に立った意識改革と制度・慣行の見直し 

（1） 意識啓発と制度・慣行の見直し 

（2） 男女共同参画に向けた気運の醸成 

（3） 県民意識の調査 

 

  ３ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

      

Ⅱ 家庭・地域・職場において個性と能力を発揮できる社会づくり 

  １ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進のための環境づくり 

（1） 仕事と子育て・介護の両立を図る労働環境の整備 

（2） 多様な子育て支援サービスの充実 

 

２ 男女均等な雇用機会・待遇の確保など雇用環境の整備 

（1） 雇用の場における均等な取扱の推進 

（2） 快適な職場環境と労働条件の整備 

（3） 働く女性の妊娠・出産に関する保護 

（4） パートタイム労働者や派遣労働者の労働条件の整備 

 

  ３ 農林水産業・商工自営業における男女共同参画の推進 

（1） 農山漁村における男女共同参画への意識改革の促進 

（2） 農林漁業経営における女性の参画の促進 

（3） 商工自営業におけるパートナーシップと労働条件の整備 

 

  ４ 女性の職業能力開発の促進 

（1） 女性の職業能力開発の促進 

（2） 女性の再就業への支援 

（3） 女性の起業支援 
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  ５ 家庭における男女共同参画の推進 

（1） 家事・育児・介護への男性の参画の促進 

（2） ひとり親家庭等への支援 

（3） 高齢者の生活の確保と社会参加の推進 

（4） 障がい者の社会参加の推進 

 

  ６ 地域における男女共同参画の推進  

 

Ⅲ 女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援 

  １ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

（1） 女性に対する暴力を防ぐ環境づくり 

（2） 女性に対する暴力への厳正な対処 

（3） 被害女性に対する救済策の充実 

 

  ２ メディアにおける人権の尊重 

 

  ３ 生涯にわたる女性の健康支援 

（1） 性と生殖に関する健康と権利の推進 

（2） 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 

（3） 生涯を通じた健康支援 

（4） 女性の健康をおびやかす問題についての対策の推進 

 



 １　「いわて男女共同参画プラン」主な指標の達成状況

（1）　【主要指標】達成度一覧（26年度実績、対26年度目標値）

Ｈ21 H21（a） H26(b) b/a b/c

1
男女共同参画社会基本法の名称又は内容を知っ
ている人の割合 ％ 60.8 60.8 - 85.1 - - -

Ｈ22 Ｈ22

人 　68 68 97 106 142.6% 91.5% 中

男性のサポーターがいる市町村の割合
％ 58.8 58.8 66.7 90.0 113.4% 74.1% 低

3 人 308 308 495 407 160.7% 121.6% 高

4
社会慣習の中での男女の不平等感の割合
[↓（低減する）指標] ％ 72.8 72.8 - 62.1 - - -

5
男女いずれか一方の委員の数が委員総数の
40%未満にならない審議会等の全審議会等に
おける割合

％ 53.0 53.0 60.3 74.0 113.8% 81.5% 中

6
県職員管理監督者に占める女性の割合

％ 10.5 10.5 14.1 15.9 134.3% 88.7% 中

H22 H22

％ 21.5 21.5 17.7 22.3 82.3% 79.4% 低

Ｈ21 H21（a） H26(b) b/a b/c

8
職場において男女が平等と感じている人の割合

％ 20.5 20.5 - 28.4 - - -

9
家族経営協定締結農家数（累計）

戸 1,313 1,313 1,777 1,800 135.3% 98.7% 中

10
農業農村指導士に占める女性の割合

％ 13.3 13.3 17.6 27.2 132.3% 64.7% 低

11
女性の漁業士数（累計）

人 13 13 10 16 76.9% 62.5% 低

Ｈ22 Ｈ22

人 　68 68 97 106 142.6% 91.5% 中

男性のサポーターがいる市町村の割合（再掲）
％ 58.8 58.8 66.7 90.0 113.4% 74.1% 低

13
社会慣習の中での不平等感の割合（再掲）
[↓（低減する）指標] ％ 72.8 72.8 - 62.1 - - -

Ｈ21 H21（a） H26(b) b/a b/c

14
ＤＶ防止法の名称又は内容を知っている人の割
合 ％ 80.2 80.2 - 88.4 - - -

15
自治体の相談支援センター、警察で相談や被害
者保護を行っていることを知っている人の割合 ％ 43.5 43.5 - 73.9 - - -

※26年度の進捗状況（対象指標：17（主要指標は15であるが、細分化されたものを含む。参考指標は目標値を設定していないため除く。）

Ⅰ　男女共同参画をリード・サポートする人材の育成

指標名 単位
基準値 実績値

26年度目標（c）
到達度

判定

2

男性の男女共同参画サポーター認定者数(累計)

子育てサポーター認定者数（累計）

7
教職員の管理職に占める女性の割合

Ⅱ　家庭・地域・職場において個性と能力を発揮できる社会づくり

指標名 単位
基準値 実績値

26年度目標（c）
到達度

判定

実績値
26年度目標（c）

到達度
判定

12

男性の男女共同参画サポーター認定者数 (累
計)(再掲)

Ⅲ　女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援

指標名 単位
基準値

  高 （１以上）      (%)      %    

  中 （0.8～１未満） （%)         

対26年度目標値 
（達成度) 

対21年度実績
(伸び率） 

  高 （達成度100.0以上）                                      1 (  5.9 %)       

  中 （達成度80.0～100.0未満）                                 5  ( 29.4 %)         
  低 （達成度80.0未満又は伸び率100.0未満）        5 （ 29.4 %）      
    判定不能（Ｈ26年度実績値なし）                   6 （ 35.3 %) 

達成度から
見た判定 
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基準値 実績

21年度 26年度 26年度 27年度

1 ％ 60.8
26年度は調
査実施せず 85.1 90.0 -

若者女性協働推進室

人 68 97 106 118 中

(H22)

若者女性協働推進室

％ 58.8 66.7 90.0 100.0 低

若者女性協働推進室

307 495 407 427 高

生涯学習文化課

72.8
26年度は調
査実施せず 62.1 60.0 -

以下

若者女性協働推進室

53.0 60.3 74.0 80.0 中

若者女性協働推進室

10.5 14.1 15.9 17.0 中

人事課

男女共同参画社会基
本法の名称又は内容
を知っている住民の
割合

平成26年4月に、市町村男女共同参画担当課長会
議の場において、男性の受講者を推薦していただ
くよう働きかけ、当初は10人の男性受講者がいた
が、認定に必要な講座を受講することができない
受講者がいたため、認定者は8人となり、年間10
人の目標を下回った。今後も市町村に対し、男性
受講者を推薦していただくよう、働きかけてい
く。

平成26年度は、男性サポーターのいない市町村の
うち1か所から男性受講者の推薦をいただき、認定
されたことから、平成25年度より3.1ポイント増
加したが、平成26年度目標値（90.0%）には到
達していない。
今後も市町村に対し、男性受講者を推薦していた
だくよう、働きかけていく。

男性の男女共同参画
サポーター認定者数
（累計）

（2）　平成26年度における主要な指標達成度に係る評価と今後の対応

施
策
の

体
系 指標名

単
位

判
定

担当課評価と今後の対応
（実績値がない場合は、その理由）

目標

社会慣習の中での男
女の不平等感の割合

［↓（低減する）指標］

％ 平成26年度は調査を実施しておらず、実績は計測
不可。
今後も、男女共同参画推進月間の街頭啓発活動や
男女共同参画フェスティバルの開催、情報誌・
ホームページ等による普及啓発を実施し、意識啓
発を進めていく。

男女いずれか一方の
委員の数が委員総数
の40%未満にならない
審議会等の全審議会
における割合

5

6 県職員管理監督者に
占める女性の割合

％ 　女性管理監督者数は年々増えている。
　若年層における女性職員の割合も増えているこ
とから、女性職員が管理監督者として一層活躍で
きるように、女性職員を対象としたキャリア形成
やリーダー研修会を新たに実施するとともに、
ワークライフバランスへの配慮等、働きやすい職
場環境づくりを更に進める。

Ⅰ
　
男
女
共
同
参
画
を
リ
ー
ド
・
サ
ポ
ー
ト
す
る
人
材
の
育
成

平成26年度は調査を実施しておらず、実績は計測
不可。
今後も、男女共同参画推進月間の街頭啓発活動や
男女共同参画フェスティバルの開催、情報誌・
ホームページ等による普及啓発を実施し、意識啓
発を進めていく。

2

3 子育てサポーター認
定者数（累計）

人 平成２６年度は、県立生涯学習推進センターと久
慈市の２会場で、子育てサポーター養成講座を各
８日間（２日間×４回）開催し、４２人が認定さ
れた。現に子どもと関わる仕事をしている人のス
キルアップとしてのニーズもあり、認定者数は順
調に伸びている。現段階で、指標は達成済みであ
り、サポーター認定者の活用を図る取組をさらに
推進していく。

男性のサポーターが
いる市町村の割合

％ 　68審議会中41審議会において男女いずれかの
委員の数が委員総数の40％以上となり、平成25
年度より0.9ポイント増加した。しかしながら、
26年度目標値（74.0％）には到達していない。
　委員の改選期に合わせ、男女のバランスを考慮
した委員登用、団体の長に拘らない委員の推薦、
公募委員の活用等について働きかけていく。

4
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基準値 実績

21年度 26年度 26年度 27年度

施
策
の

体
系 指標名

単
位

判
定

担当課評価と今後の対応
（実績値がない場合は、その理由）

目標

21.5 17.7 22.3 22.5 低

Ｈ22

教職員課

20.5
26年度は調
査実施せず 28.4 30.0 -

若者女性協働推進室

1,313 1,777 1800 1,900 中

農業普及技術課

10 ％ 13.3 17.6 27.2 30.0 低

農業普及技術課

13 10 16 16 低

水産振興課

人 68 97 106 118 中

(H22)

若者女性協働推進室

％ 58.8 66.7 90.0 100.0 低

若者女性協働推進室

男性の男女共同参画
サポーター認定者数
（累計）（再掲）

12 平成26年4月に、市町村男女共同参画担当課長会
議の場において、男性の受講者を推薦していただ
くよう働きかけ、当初は10人の男性受講者がいた
が、認定に必要な講座を受講することができない
受講者がいたため、認定者は8人となり、年間10
人の目標を下回った。今後も市町村に対し、男性
受講者を推薦していただくよう、働きかけてい
く。

男性のサポーターが
いる市町村の割合
（再掲）

平成26年度は、男性サポーターのいない市町村の
うち1か所から男性受講者の推薦をいただき、認定
されたことから、平成25年度より3.1ポイント増
加したが、平成26年度目標値（90.0%）には到
達していない。
今後も市町村に対し、男性受講者を推薦していた
だくよう、働きかけていく。

Ⅱ
　
家
庭
・
地
域
・
職
場
に
お
い
て
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
づ
く
り

農業農村指導士に占
める女性の割合

２６年度は認定者１７名のうち女性が３名。
今後は女性が認定されやすいよう認定要件を見直
すとともに、指導士や市町村と連携し、農産加工
や農村の活性化に取り組む女性の認定拡大を図っ
ていく。

Ⅰ
　
男
女
共
同
参
画
を
リ
ー
ド
・
サ
ポ
ー

ト
す
る
人
材
の
育
成

7 教職員の管理職に占
める女性の割合

％ 　小中学校では、女性管理職は数・割合とも減少
傾向であるが、平成23年度の全国平均（文科省調
査・小中学校分）の15.9％を上回る水準は維持し
ている。
　長期の見通しの中での人材育成を図るととも
に、機会を捉えて受験を勧めるなどの取組を進
め、女性管理職の適切な任用・配置に努めてい
く。
　県立学校では、女性管理職数はわずかながら増
加してきている。
　女性教諭等で管理職としての適性を有していな
がら、自己推薦するに至っていない者が潜在する
可能性が高いと考えられるので、管理職として有
望な者には校長から受験を勧めるよう依頼し、掘
り起こしを図っていく。

8

9 家族経営協定締結農
家数（累計）

戸 ２６年度の新規締結は５４戸。
各地区で担当者会議を開催し、対象者をリスト
アップし、関係機関と共有の上、推進を行った。
今後は締結数が少ない地域にあっては、協定締結
の意義について理解促進、関係機関との役割分担
の明確化及び推進体制の整備を図っていく必要が
ある。

職場において男女が
平等と感じている人
の割合

％ 平成26年度は調査を実施しておらず、実績は計測
不可。
職場における男女平等は少しずつ浸透してきてお
り、今後も平成26年5月に設立した「いわて女性
の活躍促進連携会議」の構成団体との連携を図
り、企業へのワーク・ライフ・バランスについて
の普及啓発に取り組んで行く。

11 女性の漁業士数（累
計）

人 　女性漁業士の高齢化を背景として、退任者数と
新規認定数にギャップを生じており、平成26年度
は10名にまで減少している。
　東日本大震災津波で被災した漁業経営体の多く
が、今なお自己の経営再建を優先しなければなら
ない事情を抱えており、個々の経営体や地域の事
情に配慮しながら、漁協等と連携して女性漁業士
の掘り起こしを行っていく。
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基準値 実績

21年度 26年度 26年度 27年度

施
策
の

体
系 指標名

単
位

判
定

担当課評価と今後の対応
（実績値がない場合は、その理由）

目標

72.8
26年度は調
査実施せず 62.1 60.0 -

以下

若者女性協働推進室

80.2
26年度は調
査実施せず 88.4 90.0 -

若者女性協働推進室

43.5
26年度は調
査実施せず 73.9 80.0 -

若者女性協働推進室

平成26年度は調査を実施しておらず、実績は計測
不可。
今後も、男女共同参画推進月間の街頭啓発活動や
男女共同参画フェスティバルの開催、情報誌・
ホームページ等による普及啓発を実施し、意識啓
発を進めていく。

Ⅲ
　
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
根
絶
と
女
性
の
健
康
支
援

13

14

％

ＤＶ防止法の名称又
は内容を知っている
人の割合

Ⅱ
　
家
庭
・
地
域
・
職
場
に
お
い
て
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
づ
く
り

社会慣習の中での不
平等感の割合（再掲）

［↓（低減する）指標］

自治体の相談支援セ
ンター、警察で相談
や被害者保護を行っ
ていることを知ってい
る人の割合

％ 平成26年度は調査を実施しておらず、実績は計測
不可。今年度は11月の「女性に対する暴力をなく
す運動」期間における広報活動に取り組んだほ
か、市町村ＤＶ担当課長会議や、県の保健福祉部
関係機関の長等合同会議において、配偶者等や交
際相手からの暴力防止に関する広報・啓発への取
組を依頼するなど、各地域においても広報・啓発
活動が行われるよう、働きかけを行った。

15 ％ 平成26年度は調査を実施しておらず、実績は計測
不可。今年度は11月の「女性に対する暴力をなく
す運動」期間における広報活動に取り組んだほ
か、市町村ＤＶ担当課長会議や、県の保健福祉部
関係機関の長等合同会議において、配偶者等や交
際相手からの暴力防止に関する広報・啓発への取
組を依頼するなど、各地域においても広報・啓発
活動が行われるよう、働きかけを行った。
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基準値 実績 基準値 実績

21年度 26年度 21年度 26年度

13.8 14.6 411 452

(H22)

農業普及技術課

若者女性協働推進室 3 1

15,928
26年度は調査
実施せず

森林整備課

生涯学習文化課 32.7 42.2

20歳代
66.3

26年度は調査
実施せず

30歳代
68.4

40歳代
85.4

50歳代
80.6 雇用対策・労働室

60歳代
73.6 54.3 61.5

若者女性協働推進室
70歳代

58.4

46.7 53.2

長寿社会課

1,308 1,672

若者女性協働推進室 障がい保健福祉課

28.2 30.4 S17 ％ 30.2 34.4

スポーツ健康課

20.6 － 若者女性協働推進室

3.2 3.2

スポーツ健康課

9 13 若者女性協働推進室

5.1 9.1

H22

農業普及技術課

9.2 10.4 生涯学習文化課

3.9
26年度は調査
実施せず

農業普及技術課

Ⅱ
1,802 1,896

若者女性協働推進室

S21 26 69

雇用対策・労働室

S10 174 192 子ども子育て支援課

5.4 5.2

子ども子育て支援課 子ども子育て支援課

S11 254 306 S23 3.5 1.9

子ども子育て支援課 子ども子育て支援課

S2

Ⅲ
　
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
根
絶
と
女
性
の
健
康
支
援

健康教育講座等実
施回数

回

人

乳児死亡率（出生
千人当たり）

人

S22 周産期死亡率（対
象者千人当たり）

％

スポーツ・リーダーバ
ンク女性比率

S3 社会慣習の中での不
平等感の割合（年代
別）

（3）　平成26年度における参考指標達成度

国公立
小中学校

Ⅱ
　
家
庭
・
地
域
・
職
場
に
お
い
て
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
づ
く
り

農村女性の起業者数
（個人及びグループ
への参画）（累計）

経
営
体

単
位

指標名
単
位

S4 男女いずれか一方の
委員の数が委員総数
の40%未満にならない
審議会等の全審議会
等における割合（９審
議会等を含む。）

％

各大学開放講座参加
者数（累計）

人

S1 男女共同参画フェス
ティバルの参加者に
占める男性の割合

％

放課後児童クラブ設
置数

か
所

％

S5 スポーツ推進委員女
性比率

％

S6

一時・特定保育実施
保育所数

か
所

S8 女性農業委員の登用
状況

％

S9 時
間

年間総労働時間数

S7

自治会長に占める
女性の割合

農協女性理事の登用 人

S19 ＰＴＡ会長に占める
女性の割合

人

％

％

％

共働き世帯における
女性の家事時間に対
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２　平成26年度「いわて男女共同参画プラン」関連事業（2月補正後予算）

Ⅰ　男女共同参画をリード・サポートする人材の育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

 １　男女共同参画を推進する教育・学習の充実

（単位：千円)

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業費

県 ○いわて県民活動交流センター内に「男女共同参画セン
ター」を設置し、ＮＰＯによる運営を行う。
１　情報機能
　(1)　「センターだより」発行　年３回
　(2)　図書、ビデオ、資料配架
　(3)　ホームページによる情報発信
２　学習機能
　(1)　いわて男女共同参画推進月間事業
　　　・ いわて男女共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　(2)　各種講座
　　　・出前講座、ＤＶ被害者支援セミナー、
　　　　ワーク・ライフ・バランスセミナー
　(3)　男女共同参画サポーター養成事業
　(4)　市町村職員研修
３　相談機能
　　男女共同参画社会の実現に向けた、生き方・家族・
　健康　などに関する相談等
４　活動・交流機能
　　市町村と男女共同参画ｻﾎﾟｰﾀｰとの協働事業
　　地域での交流推進のためのネットワーク事業
○男女共同参画の視点からの防災・復興に関する講演を
ワークショップを行う。
○女性の活躍促進のため、事業所調査やロールモデル提
供事業などを行う。

25,977 若者女性協働
推進室

国際交流事務費
(青年海外協力隊派遣)

独立
行政
法人
国際
協力
機構

開発途上国からの要請に基づき、技術、技能をもった青
年を派遣し、その国の経済、社会開発に協力することに
より国づくりに貢献する。

0 若者女性協働
推進室

東アジア留学生等人材
ネットワーク形成事業
(海外研修員等受入)

県 海外にネットワークを持つ優秀な外国人留学生等を本県
の貴重な人材として位置づけ、県内留学生及び帰国留学
生等へ支援を行うことにより、本県と留学生等の密接な
ネットワークを形成し、双方にとってメリットのある交
流の促進を図る。

8,700 若者女性協働
推進室

語学指導等を行う外国
青年招致事業

県 地域における国際交流を推進するため、語学指導等を行
う外国青年招致事業(JETプログラム)により、国際交流員
を招致する。
招致人員３人（英語圏２人、中国人１人）

14,178 若者女性協働
推進室

岩手県国際交流協会運
営費補助

県・
（公
財）
岩手
県国
際交
流協
会

多文化共生の地域づくりを推進するため、在住外国人を
支援する(公財)岩手県国際交流協会の多文化共生関連事
業に対して補助

21,800 若者女性協働
推進室

学校・地域の協働によ
るキャリア教育推進事
業

県 ものづくり分野、農業分野、水産分野、商業分野、家庭
分野の５分野における、専門高校等と地域が連携して行
うキャリア教育の実践を通じ、地域産業を支える人材を
育成する。
　・実技講習会、企業見学、インターンシップ等の実
施：25校

5,604 学校教育室

担当課
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キャリアアップサポー
ト推進事業費補助

岩手
県産
業教
育振
興会

ものづくりや地域産業を支える専門的職業人及び地域産
業界のニーズに応じた職業人を育成するために、岩手県
産業教育振興会が取組む「キャリアアップサポート推進
事業」に対する補助を行う。

1,000 学校教育室

いわて未来創造人サ
ポート事業費

県 　家庭・地域と協働して、岩手の特色ある産業・文化を
支える人材を育成するなど、生徒個々の進路実現に向け
た取組を支援する。
　・職場体験、企業訪問、社会人進路講話等の実施：54
校

9,210 学校教育室

学びを通じた被災地の
地域コミュニティ再生
支援事業（教育振興運
動・家庭教育支援事
業）

県 地域コミュニティの再生を支援するため、地域人材の育
成・活用により、子どもを中心とした地域活動や地域の
学習・交流の機会を創出する。
「子育てサポーター養成講座」等の実施

1,973 生涯学習文化
課

　小　　計 26年度予算額 88,442 再掲は含まない。

  ２　男女共同参画の視点に立った意識改革と制度・慣行の見直し

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業費（調整
委員、審議会、表彰）

県 １　男女共同参画推進条例事業関係経費
　　苦情及び相談体制整備事業
　　岩手県男女共同参画審議会等
２　男女共同参画表彰

921 若者女性協働
推進室

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業費（再
掲）

県 ○いわて県民活動交流センター内に「男女共同参画セン
ター」を設置し、ＮＰＯによる運営を行う。
１　情報機能
　(1)　「センターだより」発行　年３回
　(2)　図書、ビデオ、資料配架
　(3)　ホームページによる情報発信
２　学習機能
　(1)　いわて男女共同参画推進月間事業
　　　・ いわて男女共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　(2)　各種講座
　　　・出前講座、ＤＶ被害者支援セミナー、
　　　　ワーク・ライフ・バランスセミナー
　(3)　男女共同参画サポーター養成事業
　(4)　市町村職員研修
３　相談機能
　　男女共同参画社会の実現に向けた、生き方・家族・
　健康　などに関する相談等
４　活動・交流機能
　　市町村と男女共同参画ｻﾎﾟｰﾀｰとの協働事業
　　地域での交流推進のためのネットワーク事業
○男女共同参画の視点からの防災・復興に関する講演を
ワークショップを行う。
○女性の活躍促進のため、事業所調査やロールモデル提
供事業などを行う。

(再掲
  25,977 )

若者女性協働
推進室

　小　　計 26年度予算額 921 再掲は含まない。

担当課
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 ３　政策・方針決定過程への女性の参画拡大
(単位：千円）

担当課
　　事業名 実施

主体
事業内容 26年度

（2月補正後
予算額）

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業費（再
掲）

県 ○いわて県民活動交流センター内に「男女共同参画セン
ター」を設置し、ＮＰＯによる運営を行う。
１　情報機能
　(1)　「センターだより」発行　年３回
　(2)　図書、ビデオ、資料配架
　(3)　ホームページによる情報発信
２　学習機能
　(1)　いわて男女共同参画推進月間事業
　　　・ いわて男女共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　(2)　各種講座
　　　・出前講座、ＤＶ被害者支援セミナー、
　　　　ワーク・ライフ・バランスセミナー
　(3)　男女共同参画サポーター養成事業
　(4)　市町村職員研修
３　相談機能
　　男女共同参画社会の実現に向けた、生き方・家族・
　健康　などに関する相談等
４　活動・交流機能
　　市町村と男女共同参画ｻﾎﾟｰﾀｰとの協働事業
　　地域での交流推進のためのネットワーク事業
○男女共同参画の視点からの防災・復興に関する講演を
ワークショップを行う。
○女性の活躍促進のため、事業所調査やロールモデル提
供事業などを行う。

(再掲
  25,977 )

若者女性協働
推進室

社会教育団体活動費補
助
(婦人団体活動費補助)

県 県地域婦人団体協議会の活動を支援し、団体の育成を図
る。

150 生涯学習文化
課

　小　　計 26年度予算額 150 再掲は含まない。
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Ⅱ　家庭・地域・職場において個性と能力を発揮できる社会づくり

 １　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進のための環境づくり
(単位：千円）

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業費（再
掲）

県 ○いわて県民活動交流センター内に「男女共同参画セン
ター」を設置し、ＮＰＯによる運営を行う。
１　情報機能
　(1)　「センターだより」発行　年３回
　(2)　図書、ビデオ、資料配架
　(3)　ホームページによる情報発信
２　学習機能
　(1)　いわて男女共同参画推進月間事業
　　　・ いわて男女共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　(2)　各種講座
　　　・出前講座、ＤＶ被害者支援セミナー、
　　　　ワーク・ライフ・バランスセミナー
　(3)　男女共同参画サポーター養成事業
　(4)　市町村職員研修
３　相談機能
　　男女共同参画社会の実現に向けた、生き方・家族・
　健康　などに関する相談等
４　活動・交流機能
　　市町村と男女共同参画ｻﾎﾟｰﾀｰとの協働事業
　　地域での交流推進のためのネットワーク事業
○男女共同参画の視点からの防災・復興に関する講演を
ワークショップを行う。
○女性の活躍促進のため、事業所調査やロールモデル提
供事業などを行う。

(再掲
  25,977 )

若者女性協働
推進室

私立学校運営費補助
（教育改革推進特別経
費のうち子育て支援推
進経費）

県 　幼稚園の教育時間終了後も園児を幼稚園内で過ごさせ
る「預かり保育」を継続的に実施していることや施設又
は教育機能を広く地域に開放することを積極的に推進す
る私立幼稚園を設置している学校法人に対して助成。

271,920 法務学事課

女性医師就業支援事業 県・
民間

女性医師等への「育児支援」や「職場復帰研修」の実
施、院内勤務環境の改善、院内保育所の夜間運営や病児
等保育の支援を通じて、医師が働きやすい環境を整備す
ることにより、医師確保や離職防止を図る。

13,129 医療政策室

院内保育所運営事業補
助

民
間・
公的

院内保育施設の運営費に対する補助 26,664 医療政策室

ひとにやさしいまちづ
くり推進事業費（ユニ
バーサルデザイン推進
事業費）

県 ユニバーサルデザイン推進事業
　ユニバーサルデザインの普及を推進するため、次の事
業を実施する。
１　小中学校の総合学習へのユニバーサルデザイン導入
促進のための教員研修、条例の理念等の周知徹底を図る
ための行政職員研修
２　ユニバーサルデザイン推進に寄与した個人や団体の
知事表彰
３　県民理解促進のための資料作成等

2,854 地域福祉課

担当課
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子育て応援推進事業費 県 子ども・子育て会議の開催、社会全体で子育て支援を行
う意識の啓発や機運の醸成を図る。
①岩手県子ども・子育て会議の開催
②ｉ・ファミリー・サービス事業(協賛店による子育て支
援サービスの実施)
③仕事を子育ての調和推進事業
④子育て情報提供推進事業（マンガ等による子育て情報
の発信）

4,547 子ども子育て
支援課

産休等代替職員設置費
補助

市町
村・
民間

老人福祉施設、障害者施設、児童福祉施設等に勤務する
職員が出産等のため長期間の休暇を必要とする場合に、
代替職員を臨時的に任用する経費に対して補助する。

29,989 子ども子育て
支援課

子育てサポートセン
ター管理運営費

県 いわて県民活動交流センター内に「子育てサポートセン
ター」を設置し、ＮＰＯ法人に事業委託し運営し子育て
支援及び子育てに関する情報提供等を行う。

9,418 子ども子育て
支援課

子育て支援対策臨時特
例事業費

保育所の整備や、保育所の質の向上のための研修、地域
子育て創生事業などの実施により、子どもを安心して育
てることができるような体制整備を図る。

1,697,478 子ども子育て
支援課

保育所運営費 市町
村

市町村が、私立保育所において保育を実施した場合に要
する運営費に対して補助する。

2,383,870 子ども子育て
支援課

保育対策等促進事業費
補助

市町
村

仕事と子育ての両立を容易にし、安心して子育てができ
るような環境整備を推進するため、市町村が保育所等に
おいて行う休日・延長保育等の実施に要する経費等に対
して補助する。

643,835 子ども子育て
支援課

児童福祉施設整備費補
助（児童館等整備費補
助）

市町
村

市町村が行う小型児童館、児童センター及び放課後児童
クラブ室の整備に要する経費に対して補助する。

34,309 子ども子育て
支援課

地域子育て活動推進事
業費（地域子育て活動
推進事業費補助）

市町
村

児童の健全な育成を図るため、市町村が行う児童館や放
課後児童クラブ等の健全育成のための事業に対し、その
経費の一部を補助するとともに、児童館等職員の資質向
上を図るための研修を実施する。

696,780 子ども子育て
支援課

就業支援推進事業費 県 地域内の関係機関と連携しながら、雇用・労働に関する
地域課題に対応するため、県内各地域に「就業支援員」
を配置する。

73,110 雇用対策・労
働室

勤労者福祉支援事業費 県 うち勤労女性分
・出前「いわて企業力アップ講座」の実施
　企業、団体等の希望により出前して講座を開催するこ
とにより、職場環境の向上や労働者の福祉の向上を図
る。

246 雇用対策・労
働室

労働者等生活安定支援
資金貸付金

県 うち育児・介護休業者生活資金貸付金分
  育児・介護休業者の生活の安定を図るため、生活
資金の一部を融資することにより、育児休業の取得促進
を支援

2,622 雇用対策・労
働室

交通安全施設整備事業
等

県 歩道等の交通安全施設の整備に要する経費 3,841,741 道路環境課

住情報交流事業 県 住情報の発信経費等 1,756 建築住宅課

育休補充教職員の配置 県 教職員の育児休業中に代替教職員を設置する。
小中学校

801,878

県立学校

446,155

　小　　計 26年度予算額 10,982,301 再掲は含まない。

教職員課
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 ２　男女均等な雇用機会・待遇の確保など雇用環境の整備

(単位：千円）

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）
予防接種センター機能
推進事業

県 　心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する予防接種要注意
者は、その健康状態等を勘案して予防接種を行うことが
必要であることから、小児科専門医が勤務する医療機関
を予防接種センターと指定し、これらの者が安心して接
種が受けられる体制を整備。

2,120 医療政策室

乳幼児、妊産婦医療費
助成

市町
村

乳幼児の健全な発育と死亡率の減少を図るとともに、母
体の健康を保持し、健やかな子供の出生とその育成を図
るため、医療費の給付を実施する市町村に対し助成す
る。

611,807 健康国保課

ジョブカフェいわて管
理運営費

県 若手人材の県内就職促進を図るため、若年者を対象とし
た就業支援及び企業・教育機関を対象とした各種支援を
行うワンストップサービスセンター「ジョブカフェいわ
て」の管理・運営を実施する。

99,962 雇用対策・労
働室

地域ジョブカフェ管理
運営費

県 若手人材の地元定着を促進するため、地域の関係機関と
連携し、各地域に対応した就業支援活動を行う「地域
ジョブカフェ」を管理・運営を実施する。（県内５地
域：一関、大船渡、宮古、久慈、二戸）

19,150 雇用対策・労
働室

就業支援推進事業費
（再掲）

県 地域内の関係機関と連携しながら、雇用・労働に関する
地域課題に対応するため、県内各地域に「就業支援員」
を配置する。

（再掲
73,110)

雇用対策・労
働室

委員会運営費（あっせ
ん員の委嘱）

県 あっせん員による個別紛争の解決援助 140 労働委員会事
務局

　小　　計 26年度予算額 733,179 再掲は含まない。

 ３　農林水産業・商工自営業における男女共同参画の推進

(単位：千円）

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）

商工業小規模事業経営
支援事業費補助(若手
後継者等育成事業）

県・
商工
会議
所・
商工

青年部・女性部の活動推進を図るため、商工会・商工会
議所が行う講習会、研修会、ブロック別交流会などを支
援する。

8,000 経営支援課

被災中小企業重層的支
援事業費（企業組合設
立支援事業）

県・
中小
企業
団体
中央

企業組合設立による新規創業を支援するため、岩手県中
小企業団体中央会が行う、主に女性を対象とした創業セ
ミナーに対して支援する。

775 経営支援課

いわて起業家育成資金
貸付金

県
(金融
機関
へ預
託)

県内において、新たに事業を開始しようとする方に対
し、必要な資金の貸付を行うことにより、創業の機会を
拡大し、経済環境の変化に的確に対応できる創意と活力
のある企業を育成する。

1,161,851 経営支援課

沿岸漁業改善資金
(生活改善資金）

　県 　生活改善資金の貸付
　資金種類
　　(1) 生活合理化設備資金
　　(2) 住居利用方式改善資金
　　(3) 女性・高齢者活動資金

25,680 団体指導課

担当課

担当課
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農山漁村いきいきチャ
レンジ支援事業

県 　農山漁村の男女共同参画を推進するため、家族経営協
定の締結や女性リーダーの育成を支援するとともに、地
域食文化の発信・伝承活動や起業を支援
１　家族経営協定の推進
２　農山漁村男女共同参画の推進、女性リーダーの育成
３　地域食文化の伝承・発信活動の促進

552 農業普及技術
課

農林水産業6次産業化
推進事業費

県 ６次産業化の取組の拡大を図るため、農林漁業者等によ
り商品開発や販路開拓等の取組を支援

4,000 流通課

森林機能高度発揮普及
促進事業費（林業女性
等活動支援）

　県 　林業女性グループを対象とした視察等勉強会の開催、
全国林研女性会議などの活動支援

265 森林整備課

漁業担い手確保・育成
総合対策推進費（うち
女性活動促進）

　県 　漁村における女性の活動の促進、地位の向上のための
実践活動推進（リーダー育成、交流学習)

7,183 水産振興課

浜のコミュニティ再生
支援事業費

県 　いわての浜料理選手権を開催し、漁家女性等の活動の
再開を促すとともに、生きがいの創生を通じて、女性等
の力による浜の賑わいやコミュニティの再生を支援

1,119 水産振興課

　小　　計 26年度予算額 1,209,425 再掲は含まない。

４　女性の職業能力開発の促進

（単位：千円）

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業費（再
掲）

県 ○いわて県民活動交流センター内に「男女共同参画セン
ター」を設置し、ＮＰＯによる運営を行う。
１　情報機能
　(1)　「センターだより」発行　年３回
　(2)　図書、ビデオ、資料配架
　(3)　ホームページによる情報発信
２　学習機能
　(1)　いわて男女共同参画推進月間事業
　　　・ いわて男女共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　(2)　各種講座
　　　・出前講座、ＤＶ被害者支援セミナー、
　　　　ワーク・ライフ・バランスセミナー
　(3)　男女共同参画サポーター養成事業
　(4)　市町村職員研修
３　相談機能
　　男女共同参画社会の実現に向けた、生き方・家族・
　健康　などに関する相談等
４　活動・交流機能
　　市町村と男女共同参画ｻﾎﾟｰﾀｰとの協働事業
　　地域での交流推進のためのネットワーク事業
○男女共同参画の視点からの防災・復興に関する講演を
ワークショップを行う。
○女性の活躍促進のため、事業所調査やロールモデル提
供事業などを行う。

(再掲
  25,977 )

若者女性協働
推進室

女性医師就業支援事業
（再掲）

県・
民間

女性医師等への「育児支援」や「職場復帰研修」の実
施、院内保育所の夜間運営や病児等保育の支援を通じ
て、医師が働きやすい環境を整備することにより、医師
確保や離職防止を図る。

（再掲
　13,129 ）

医療政策室

女性就業援助事業費 県 就業を希望する女性に対し、県内6ヶ所で技術講習や就業
に関する情報提供を行うことにより就業機会の拡大を図
る。

7,445 雇用対策・労
働室

認定職業訓練費補助事
業

団体
･県

認定職業訓練事業を実施する事業主団体等に対する助成 80,404 雇用対策・労
働室

担当課
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地域人づくり事業費 県・
市町
村

若者、女性、高齢者の活躍推進を通じた雇用の拡大を図
るため、地域の実情に応じた創意工夫による多様な「人
づくり」を支援する事業を実施

111,844 雇用対策・労
働室

就業支援推進事業費
（再掲）

県 県内各地域に就業支援員を配置して、地域内関係機関と
連携しながら雇用・労働に関する地域課題に対応する。

（再掲
　73,110）

雇用対策・労
働室

ジョブカフェいわて管
理運営費（再掲）

県 岩手労働局と連携し、若年者を対象にきめ細やかな就職
相談、職業紹介等を行うワンストップセンター「ジョブ
カフェいわて」の管理運営を行う。

（再掲
　99,962）

雇用対策・労
働室

地域ジョブカフェ管理
運営費（再掲）

県 地域の関係機関と連携して、若年者を中心とした就業支
援と地域産業の活性化を行う地域ジョブカフェを管理・
運営する。
・宮古
・久慈
・一関
・大船渡
・二戸

（再掲
　19,150）

雇用対策・労
働室

　小　　計 26年度予算額 199,693 再掲は含まない。

　５　家庭における男女共同参画の推進

(単位：千円）

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）
男女共同参画センター
管理運営費（再掲）

県 いわて県民活動交流センター内に「男女共同参画センタ
ー」を設置し、ＮＰＯによる運営を行う。
１　情報機能
　(1)　「センターだより」発行　年３回
　(2)　図書、ビデオ、資料配架
　(3)　ホームページによる情報発信
２　学習機能
　(1)　いわて男女共同参画推進月間事業
　　　・ いわて男女共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　(2)　各種講座
　　　・出前講座、デートＤＶ予防啓発指導者セミ
     ナー、ワーク・ライフ・バランスセミナー
　(3)　男女共同参画サポーター養成事業
　(4)　市町村職員研修
３　相談機能
　　男女共同参画社会の実現に向けた、生き方・家族・
　健康　などに関する相談等
４　活動・交流機能
　　活動団体間の連携促進のためのネットワーク構築

(再掲
  25,977 )

若者女性協働
推進室

福祉人材センター運営
事業

県
(県社
会福
祉協
議会
へ委
託)

福祉サービスに対する理解を深め、新たな福祉人材の育
成、潜在的福祉人材の就労を促進し、福祉人材の養成確
保を図る。

26,135 保健福祉企画
室

看護師等養成所運営費
補助

民間 民間立看護師等養成所の運営費に対する補助 119,286 医療政策室

看護師等修学資金
貸付費

県 看護師等養成施設及び大学院の在学者に対する修学資金
の貸付け

202,592 医療政策室

ナースセンター事業 県 未就業看護職員の就業の促進等を図るための各種事業の
実施

16,300 医療政策室

ひとり親家庭医療費助
成

市町
村

ひとり親家庭の経済的負担の軽減と父母と子の健康を図
ることを目的に、医療費の給付を実施する市町村に対し
助成する。

264,551 健康国保課

担当課
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保健師研修 県 保健所等の保健師の資質の向上のための研修会への派遣 289 健康国保課

特定健康診査・保健指
導事業負担金

県・
市町
村国
保

国民健康保険の保険者（市町村）が実施する特定健康診
査及び保健指導事業に要する経費の一部を負担。

207,755 健康国保課

明るい長寿社会づくり
推進事業

県、
(財)
岩手
県長
寿社
会振
興財
団

・岩手県長寿社会健康と福祉のまつり事業
・全国健康福祉祭参加推進事業
・高齢者社会貢献支援事業

21,816 長寿社会課

介護予防地域支援事業
費

県 普及啓発キャンペーンの実施、普及推進従事者研修、
予防教室の実施、寝たきり予防相談の実施など
現在は、介護予防市町村支援事業に統合されている。

1,821 長寿社会課

老人福祉施設整備 市町
村・
民間

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・ケアハウス等を
整備する費用の一部を補助

298,900 長寿社会課

高齢者及び障害者にや
さしい住まいづくり推
進事業

市町
村

在宅の要援護老人及び重度身体障害者に対応した住宅の
改善を行う経費に対して市町村が補助する場合、その経
費の一部を補助

30,742 長寿社会課

介護給付費等負担金 県 介護給付及び予防給付に要する費用の県費負担 16,838,834 長寿社会課

介護保険財政安定化基
金積立金

県 市町村の介護保険財政の安定化のため、県に基金を設置 29,758 長寿社会課

介護保険制度施行事業
費

県 介護保険審査会の運営等を行う 54,324 長寿社会課

介護認定調査員等研修
事業費

県 要介護認定に関わる認定調査員等の研修等を行う
（ケアマネ分も含む）

15,941 長寿社会課

障がい者自立支援事業
費（都道府県地域生活
支援事業費）

県 障がい者の地域生活を促進するため、相談支援従事者研
修、補助犬育成、ガイドヘルパー養成など各種事業を実
施する。

31,697 障がい保健福
祉課

障がい者就業・生活支
援センター事業費

県 一般企業への就業をめざす障がい者及び就職後の職場定
着のための支援を要する障がい者に対し、就業面・生活
面の支援を一体的に実施する。

45,914 障がい保健福
祉課

障がい者就業・生活支
援センター事業費（働
く障がい者のための社
会参加推進事業費）

県 復興期における障がい者の一般就労移行機会の増大に対
応するため、障がい者就業・生活支援センターに新たに
支援員を配置する。

2,140 障がい保健福
祉課

チャレンジド就業・パ
ワーアップ事業費

県 工賃向上計画の策定や工賃引上げ支援セミナーの開催な
ど、障がい者の就労支援に向けた事業を実施する。

12,605 障がい保健福
祉課

精神障がい者地域移行
支援特別対策事業費

県 精神障がい者の地域生活への移行や地域生活を継続する
ための支援を推進するため、関係機関が連携し支援でき
る体制の充実強化を図る事業等を実施する。

3,942 障がい保健福
祉課
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障害者支援施設等整備
費補助

県 障害者支援施設等を整備する社会福祉法人等に対し経費
を補助する。

151,914 障がい保健福
祉課

家庭児童相談室設置費
（母子自立支援員兼子
育て支援員活動費）

県 各広域振興局に母子自立支援員兼子育て支援員を設置
し、ひとり親世帯の生活相談に対応する。

46,374 子ども子育て
支援課

母子福祉資金の貸付 県 母子家庭に対する修学資金、修学支度資金等12種の資金
の貸付

448,419 子ども子育て
支援課

寡婦福祉資金の貸付 県 寡婦に対する修学資金、住宅資金等12種の資金の貸付を
行う。

34,219 子ども子育て
支援課

児童扶養手当支給事業 県 父と生計を同一にしていない児童が育成される家庭の安
定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当法に基づ
き手当を支給する。

979,065 子ども子育て
支援課

母子家庭等セルフサ
ポート事業

県 母子家庭等の就業活動を支援し、母子家庭等の経済的自
立を促進するため、母子家庭の母等を対象に就業相談や
就業に関する資格取得に係る支援を行う。

5,226 子ども子育て
支援課

母子家庭等日常生活
支援事業

県 家庭生活支援員の派遣等により、生活援助、子育て支援
を行う。

540 子ども子育て
支援課

母子福祉対策費 県 就業支援講習会の開催や、無料法律相談を実施する。 5,681 子ども子育て
支援課

就職支援能力開発費
（母子家庭の母等の職
業的自立促進事業費）

県 母子家庭の母等を対象に３箇月間の職業訓練を実施する
ことにより、職業能力の充実・強化を図り、職業的自立
促進に資する。

6,176 雇用対策・労
働室

（社）岩手県シルバー
人材センター連合会運
営費補助

県・
民間

高齢者の就業機会の確保と社会参加の促進に寄与するシ
ルバー人材センター事業の充実を図るため、（社）岩手
県シルバー人材センター連合会の運営費を補助する。

9,080 雇用対策・労
働室

障がい者等雇用対策費
（一般行政経費）

県 障がい者・中高年齢者等の就業のニーズに対応した職場
適応訓練の実施等

521 雇用対策・労
働室

チャレンジド就業支援
事業（支援体制強化・
意識啓発）

県・
社会
福祉
法人
等

障がい者の就業を促進し、地域の就労支援機能を強化す
るため、就業を支える体制の整備や就労支援力の向上を
図る養成研修を実施する。

2,099 雇用対策・労
働室

チャレンジド就業支援
事業（障害者の態様に
応じた多様な委託訓練
事業）

県 障がい者の就業を促進するため、職業訓練法人や民間企
業等に委託して、障がい者の能力、適性及び地域の障が
い者雇用のニーズに対応した短期の障がい者委託訓練を
実施する。

12,074 雇用対策・労
働室

　小　　計 26年度予算額 19,926,730 再掲は含まない。
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　６　地域における男女共同参画の推進

(単位：千円）

担当課
　　事業名 実施

主体
事業内容 26年度

（2月補正後
予算額）

男女共同参画センター
管理運営費（再掲）

県 いわて県民活動交流センター内に「男女共同参画センタ
ー」を設置し、ＮＰＯによる運営を行う。
１　情報機能
　(1)　「センターだより」発行　年３回
　(2)　図書、ビデオ、資料配架
　(3)　ホームページによる情報発信
２　学習機能
　(1)　いわて男女共同参画推進月間事業
　　　・ いわて男女共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　(2)　各種講座
　　　・出前講座、デートＤＶ予防啓発指導者セミ
     ナー、ワーク・ライフ・バランスセミナー
　(3)　男女共同参画サポーター養成事業
　(4)　市町村職員研修
３　相談機能
　　男女共同参画社会の実現に向けた、生き方・家族・
　健康　などに関する相談等
４　活動・交流機能
　　活動団体間の連携促進のためのネットワーク構築

(再掲
  25,977 )

若者女性協働
推進室

ＮＰＯ活動交流セン
ター管理運営事業

県 NPO活動交流センター及び県民活動交流センターの受付・
調整等管理運営及びNPOに対する相談・助言等業務を行
う。

21,605 若者女性協働
推進室

消費生活知識の普及啓
発

県 消費者行政推進事業
消費者の自立の支援に関する諸施策を推進する。
○消費者啓発・情報提供
・各種広報媒体を活用した情報提供
・各種講座の開催
○県民生活相談
○その他消費者行政の推進

15,207 県民生活セン
ター

ＮＰＯ等による復興支
援事業費

民間 多様な主体の協働による復興支援活動等を推進するた
め、活動経費の助成や担い手となるＮＰＯ等の運営基盤
を強化するための取組を実施

89,215 若者女性協働
推進室

　小　　計 26年度予算額 126,027 再掲は含まない。

33



Ⅲ　女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援

 １　女性に対するあらゆる暴力の根絶
(単位：千円）

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）

青少年のための環境浄
化対策事業

県 青少年環境浄化審議会の開催、立入調査員による不健全図
書、区分陳列などの点検等

2,621 若者女性協働
推進室

配偶者暴力防止対策推
進事業

県 DVの根絶に向けた意識啓発と、相談員の資質向上に向けた
取組、関係機関との連携等を推進
①　暴力の防止に向けた教育・啓発の促進
　　街頭啓発による意識啓発
　　出前講座等によるデートＤＶ予防啓発
②　相談・保護体制の充実
　　配偶者からの暴力被害者支援関係職員研修会
　　「緊急避難」のための宿泊場所の確保事業
③　被害者の自立支援
　　配偶者暴力被害者自立支援事業費補助
④　関係機関の連携協力
　　岩手県ＤＶ防止対策連絡協議会（官民）
　　市町村ＤＶ防止対策担当課長等会議

1,634 若者女性協働
推進室

福祉総合相談センター
管理運営費（婦人相談
所）

県 女性相談員を設置し、要保護女子に対する相談指導を実施
する。

7,357 子ども子育て
支援課

婦人保護施設入所保護
費

県 婦人保護施設に、要保護女子の入所保護を委託する。 75,309 子ども子育て
支援課

児童養育支援ネットワ
－ク事業

県 児童虐待の未然防止から早期発見、早期対応、再発予防に
係る総合的な取組を推進するため、児童相談所の体制整備
や市町村の対応力の強化のための支援等を行う。
○　児童虐待防止活動事業（県要保護児童対策地域協議
会、地域活動、市町村連携等）
○　虐待対応チーム事業（精神科カウンセリング強化等）
○　児童相談所相談機能強化事業（スーパーバイス強化事
業、専門性強化、主任児童委員等研修の実施等）
○　基幹的職員研修事業（児童福祉施設のスーパーバイ
ザー養成）
○　児童虐待保護者指導・支援事業（グループ療法や外部
講師による専門的治療等）
○　未成年後見人支援事業（未成年後見人の選任の推進）

14,755 子ども子育て
支援課

被害者支援推進事業 県 犯罪被害者に対する施策の推進
１　県犯罪被害者支援連絡会の開催
２　公益社団法人いわて被害者支援センターに対する補
　助の実施
３　犯罪被害者等の捜査過程に伴う負担の軽減

2,570 県民課

　小　　計 26年度予算額 96,889 再掲は含まない。

担当課
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 ２　メディアにおける人権の尊重

(単位：千円）

担当課
　　事業名 実施

主体
事業内容 26年度

（2月補正後
予算額）

青少年のための環境浄
化対策事業（再掲）

県 青少年環境浄化審議会の開催、立入調査員による不健全図
書、区分陳列などの点検等

再掲
（2,621）

若者女性協働
推進室

　小　　計 26年度予算額 再掲は含まない。

 ３　生涯にわたる女性の健康支援

(単位：千円）

　　事業名 実施
主体

事業内容 26年度
（2月補正後

予算額）

母子保健対策費(周産期
医療対策事業)

県 安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推
進を図るため、妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な
医療を効果的に提供する総合的な周産期医療体制を整備す
る。
　

451,873 医療政策室

エイズ対策特別促進
事業

県 １　岩手県エイズ対策推進協議会の開催 (委員２３名）
２　マンパワーの養成事業
　　研修機関への派遣研修

2,246 医療政策室

性感染症対策事業 県 不妊等の原因となる性感染症を早期発見し治療に結びつけ
るため、性器クラミジア感染症検査を実施する。

774 医療政策室

風しん検査事業費 県 予防接種が必要である県民を効率的に抽出するため検査を
実施する。

1,701 医療政策室

乳幼児、妊産婦医療費
助成（再掲）

市町
村

乳幼児の健全な発育と死亡率の減少を図るとともに、母体
の健康を保持し、健やかな子供の出生とその育成を図るた
め、医療費の給付を実施する市町村に対し助成する。

再掲
（611,807）

健康国保課

栄養改善の指導 県 特定給食施設の指導を中心とした専門的栄養指導
栄養改善のためのネットワークづくり及び関係機関への支
援

1,063 健康国保課

麻薬、覚せい剤等取締
費（薬物乱用防止啓発
事業）

県 １　覚せい剤等薬物乱用防止啓発事業
　　岩手県薬物乱用防止指導員　350 名委嘱
　　保健所薬物相談窓口等
２　薬と健康管理講座
３　啓発活動

2,826 健康国保課

母子保健対策費（特定
不妊治療費助成事業）

県 特定の不妊治療に要する費用の一部を助成 108,290 子ども子育て
支援課

母子保健対策費（生涯
を通じた女性の健康支
援事業）

県 生涯を通じた女性の健康の保持・増進を図るため、各種の
健康教育事業、健康支援、不妊専門相談等の事業を実施す
る。

6,484 子ども子育て
支援課

指導運営費（学校保
健、安全関係講習会）

県 養護教諭等の専門知識及び技術を高め、学校保健の充実に
資する。

4,424 スポーツ健康
課

　小　　計 26年度予算額 579,681 再掲は含まない。

担当課
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○男女共同参画社会基本法 

目次 

前文 

第 1章 総則（第 1条―第 12条） 

第 2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策（第 13条―第 20条） 

第 3章 男女共同参画会議（第 21条―第 28条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国

の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができ

る男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を 21

世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会

のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明

らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共

団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第 1章 総則 

（目的） 

第 1条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に

関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民

の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする。 

（定義） 

第 2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第 3条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

ことを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第 4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第 5条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第 6条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

（国際的協調） 

第 7条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。 

（国の責務） 

第 8条 国は、第 3条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関
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する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第 9条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければなら

ない。 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければな

らない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作

成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

第 2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策 

（男女共同参画基本計画） 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前 2項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人
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権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に

必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援する

ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

 

第 3章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と

いう。）を置く。 

（所掌事務） 

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第 3 項に規

定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。 

三 前 2号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

（組織） 

第 23条 会議は、議長及び議員 24人以内をもって組織す

る。 

（議長） 

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第 2号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の 10分の 5未満であってはならない。 

３ 第 1項第 2号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の 4 未満

であってはならない。 

４ 第 1項第 2号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第 1 項第 2 号の議員の任期は、2 年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第 1項第 2号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 
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（平成 14 年 10 月９日公布） 

岩手県条例第 61号 

   岩手県男女共同参画推進条例                         

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条－第８条） 

 第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第９

条－第 22 条） 

 第３章 岩手県男女共同参画審議会（第 23 条－第 31

条） 

 第４章 雑則（第 32 条） 

 附則 

 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれて

おり、国においては、男女平等の実現に向けた取組が、女

子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を軸

とした国際的な取組と連動しつつ、着実に進められてきた。

本県においても、国際社会や国内の動向を踏まえた様々な

取組がなされてきた。 

 しかしながら、依然として、性別によって役割分担を固

定的にとらえる意識やこれに基づいた社会における制度

又は慣行が存在し、男女平等の実現に多くの課題が残され

ている。 

 一方、少子高齢化の進展等社会経済情勢の急激な変化に

的確に対応していく上で、男女が性別にかかわりなく、そ

の個性と能力が十分に発揮でき、もって男女が喜びと責任

を分かち合う男女共同参画社会の実現が強く求められて

いる。 

 このような状況の中で、男女共同参画社会基本法におい

て、男女共同参画社会の実現が 21 世紀の我が国社会を決

定する最重要課題として位置付けられたことを踏まえ、本

県においても、男女共同参画社会の実現を目指し、職場、

学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、

県、県民、事業者及び市町村が協働し、不断の努力を重ね

て、男女共同参画社会の形成のため男女共同参画を推進し、

すべての県民の日常生活の中に男女共同参画の定着を図

ることが必要である。 

 ここに私たちは、男女共同参画社会の実現を図ることを

決意し、男女が共に輝く心豊かな社会を創造していくため、

この条例を制定する。 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理

念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにすると

ともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保されることにより、男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受し、

かつ、共に責任を担うことをいう。 

 ⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理

念として行われなければならない。 

 ⑴ 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的なも

のであると間接的なものであるとを問わず、性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が社会のあらゆ

る分野において個人としての能力を発揮する機会が

確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

と。 

 ⑵ 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選

択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとす

るように配慮されること。 

 ⑶ 男女が社会の対等な構成員として、県における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同

して参画する機会が確保されること。 

 ⑷ 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の

下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かつ、家庭以外の職場、学校、地域その他の社

会の分野における活動を行うことができるようにす

ること。 

 ⑸ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密

接な関係を有していることにかんがみ、国際社会の動

向を勘案して行われること。 

 ⑹ 男女が互いの性について理解を深めることにより、

生涯にわたり健康な生活を営むことができること及
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び生殖に関する事項に関し双方の意思が尊重される

こと。 

 ⑺ 配偶者間その他の男女間における暴力的行為（精神

的に著しく苦痛を与える行為を含む。以下同じ。）を

根絶するよう積極的な対応がなされること。 

 （県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施

策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策

定し、及び実施するものとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当た

っては、県民、事業者、市町村及び国との連携を図りな

がら自ら率先して取り組むものとする。 

 （県民の責務） 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画の推進に努めなければならない。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施

策に協力するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する男

女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保すると

ともに、職業生活における活動と家庭生活における活動

とを両立させることができるよう就労環境の整備に努

めなければならない。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する

施策に協力するよう努めなければならない。 

 （性別による人権侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる場において、性別による差別的取扱い、男女間

における暴力的行為又はセクシュアル・ハラスメント

（性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は性的

な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益

を与えることをいう。）を行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別によ

る役割分担の固定化又は男女間における暴力的行為を

助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を

阻害するおそれのある過度の性的な表現を用いないよ

う努めなければならない。 

   第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（男女共同参画計画） 

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11 年法

律第 78 号。以下「法」という。）第 14 条第１項に規定

する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につ

いての基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）

を定めるに当たっては、男女共同参画の推進に関する施

策の総合的かつ計画的な実施を図るため、次に掲げる事

項について定めるものとする。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する総合的かつ長期的な目

標及び施策の方向 

⑵ 前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な男女

共同参画の推進に関する施策 

⑶ 前 2 号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関

する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な

事項 

２ 知事は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、県

民の意見を反映することができるよう必要な措置を講

ずるとともに、岩手県男女共同参画審議会の意見を聴か

なければならない。 

３ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用

する。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第 10 条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認

められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たって

は、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

 （附属機関等における積極的改善措置） 

第 11 条 県は、その設置する附属機関その他これに準ず

るものの委員その他の構成員の任命又は委嘱に当たっ

ては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の構成

員の数の均衡を図るよう努めるものとする。 

 （県民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第 12 条 県は、広報活動等を通じて、県民及び事業者の

男女共同参画に関する理解を深めるため必要な措置を

講ずるものとする。 

 （男女共同参画推進月間） 

第 13 条 県は、男女共同参画の推進について、県民、事

業者及び市町村の関心と理解を深めるとともに、男女共

同参画の推進に関する活動が積極的に行われるように

するため、男女共同参画推進月間を設けるものとする。 

２ 男女共同参画推進月間は、毎年６月とする。 

 （教育及び学習の推進） 

第 14 条 県は、学校教育、社会教育その他の教育及び県

民の学習の場において男女共同参画に関する教育及び

学習の推進について必要な措置を講ずるものとする。 
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（農林水産業、商工業等のうち自営業における環境整

備の推進） 

第 15 条 県は、農林水産業、商工業等のうち個人事 業

主及びその家族等により営まれている事業に従事する

男女が、経営における役割について適正な評価を受け、

社会の対等な構成員として、自らの意思によって経営及

びこれに関連する活動に共同して参画する機会を確保

され、並びに当該経営に関する活動と家庭生活における

活動とを両立させることができるよう、必要な環境整備

を推進するものとする。 

 （苦情及び相談の処理） 

第 16 条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関

する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼす

と認められる施策についての苦情又は男女共同参画の

推進を阻害する要因によって人権が侵害された事案に

関する相談について、県民又は事業者からの申出を適切

かつ迅速に処理するための委員（以下この条において

「委員」という。）を置くものとする。 

２ 県民又は事業者は、委員に、前項の苦情又は相談の申

出を行うことができる。 

３ 委員は、前項の規定に基づき苦情の申出があった場合

において、必要に応じて、第１項に規定する施策を行う

県の機関に対し、説明等を求め、必要があると認めると

きは、是正その他の措置を講ずるよう助言、指導又は勧

告を行うものとする。 

４ 委員は、第２項の規定に基づき相談の申出があった場

合において、必要に応じて、第１項に規定する人権が侵

害された事案に係る関係者に対し、その協力を得た上で

説明等を求め、必要があると認めるときは、助言、是正

の要望等を行うものとする。 

 （調査研究） 

第 17 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定

及び実施に必要な調査研究を行うものとする。 

（市町村に対する支援） 

第 18 条 県は、市町村が行う法第 14条第３項の市町村男

女共同参画計画その他の男女共同参画の推進に関する

基本的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参

画の推進に関する施策を支援するため、情報の提供、技

術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 （民間の団体との連携及び協働等） 

第 19 条 県は、男女共同参画を推進するため、特定非営

利活動法人（特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第

7号）第 2 条第 2 項の特定非営利活動法人をいう。以下

同じ。）その他の民間の団体との連携及び協働に努める

ものとする。 

２ 県は、特定非営利活動法人その他の民間の団体が行う

男女共同参画の推進に関する活動を促進するとともに、

これらの活動の支援に努めるものとする。 

（拠点となる機能の整備） 

第 20 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施

し、県民、事業者及び市町村による男女共同参画の推進

に関する取組を支援するための総合的な拠点となる機

能の整備に努めるものとする。 

（推進体制の整備等） 

第 21 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施

するため、推進体制を整備するとともに、必要な財政上

の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （年次報告） 

第 22 条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び

男女共同参画の推進に関する施策の状況を明らかにす

る報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

   第３章 岩手県男女共同参画審議会 

 （設置） 

第 23 条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審

議させるため、知事の諮問機関として岩手県男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項又は

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる重要

事項について、必要があると認めるときは、知事に意見

を述べることができる。 

 （所掌） 

第 24 条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な

施策に関すること。  

⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に

関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす

と認められる施策に関すること。 

 （組織） 

第 25 条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織し、委員

は、男女共同参画に関し優れた識見を有する者及び関係

行政機関の職員のうちから知事が任命する。 

２ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数

は、委員の総数の 10 分の４未満とならないものとする。

ただし、知事がやむを得ない事情があると認める場合は、

この限りでない。 
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 （任期） 

第 26 条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生

じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

 （会長） 

第 27 条 審議会に、会長を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会

長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第 28 条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開

くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

 （部会） 

第 29 条 審議会は、専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれ

に当たる。 

３ 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

 （庶務） 

第 30 条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。 

 （会長への委任） 

第 31 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関

し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

   第４章 雑則 

 （補則） 

第 32 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施

に関し必要な事項は、知事が定める。 
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（平成 15年 3月 31日公布 岩手県規則第 28号） 

岩手県男女共同参画推進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、岩手県男女共同参画推進条例（平成

14年岩手県条例第 61号。以下「条例」という。）の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（岩手県男女共同参画調整委員） 

第２条 条例第 16 条第１項の委員として岩手県男女共同

参画調整委員（以下「調整委員」という。）を置く。 

２ 調整委員は、３人以内とし、人格が高潔で、男女共同

参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、知

事が任命する。この場合において、１人以上は法律に関

して優れた識見を有する者とし、かつ、１人以上は女性

としなければならない。 

３ 調整委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又

は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができ

ない。 

４ 調整委員の任期は、１年とする。ただし、補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 調整委員は、再任されることができる。 

６ 知事は、調整委員が心身の故障のため職務の遂行に堪

えないと認めるとき、又は調整委員に職務上の義務違反

その他調整委員たるに適しない非行があると認めると

きは、これを解任することができる。 

（職務の執行等） 

第３条 調整委員は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 条例第 16条第 3項の規定により、申出の内容につ

いて調査し、助言、指導及び勧告を行うこと。 

(2) 条例第 16条第 4項の規定により、申出の内容につ

いて調査し、助言、是正の要望等を行うこと。 

(3) 前２号に掲げる職務を行うに際し、関係機関又は

関係団体と必要な連絡調整を行うこと。 

２ 調整委員は、それぞれ独立してその職務を行うものと

する。 

３ 調整委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事

項を決定するときは、合議によるものとする。 

(1) 職務の執行の方針に関すること。 

(2) 職務の執行の計画に関すること。 

(3) その他調整委員が合議により処理することとした

事項に関すること。 

４ 調整委員は、職務上知ることができた秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

（申出の方式） 

第 4 条 条例第 16 条第２項の規定に基づく申出（以下こ

の条、次条第１項、第７条第１項及び第２項並びに第 11

条において「苦情又は相談の申出」という。）は、次に

掲げる事項を記載した申出書により行わなければなら

ない。ただし、調整委員が当該申出書の提出ができない

特別の理由があると認めるときは、口頭ですることがで

きる。 

(1) 苦情又は相談の申出をする者の氏名及び住所（法

人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）並びに電話番号 

(2) 苦情又は相談の申出の趣旨及び理由 

(3) 他の機関への相談等の状況 

(4) 条例第 16条第２項の規定に基づく相談の申出の場

合にあっては、当該申出に係る人権の侵害があった日 

(5) 苦情又は相談の申出の年月日 

２ 前項ただし書の規定に基づき口頭による苦情又は相

談の申出があったときは、調整委員は、その内容を録取

し、書面に記録するものとする。 

（調査しない申出） 

第 5条 調整委員は、次の各号のいずれかに該当する事項

に係る苦情又は相談の申出については、調査しないもの

とする。 

(1) 判決、裁決等により確定した事項 

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において

不服申立ての審理中の事案に関する事項 

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13

条第１項の紛争の解決の援助の対象となる事項若し

くは同法第 14 条第１項の調停の対象となる事項又は

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 13

年法律第 112号）若しくは個別労働関係紛争の解決の

促進に関する条例（平成 14年岩手県条例第 50号）の

個別労働関係紛争の解決の援助の対象となる事項 

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事

項 

(5) 条例又はこの規則に基づく調整委員の行為に関す

る事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、調整委員が調査する

ことが適当でないと認める事項 

２ 調整委員は、条例第 16 条第１項の人権が侵害された

事案に関する相談の申出が当該申出に係る人権の侵害

があった日から１年を経過した日以後にされたときは、
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当該申出の内容について調査しないものとする。ただし、

当該期間内に当該申出をすることができないことにつ

き正当な理由があるときは、この限りでない。 

３ 調整委員は、前２項の場合においては、申出の内容に

ついて調査しない旨及びその理由を当該申出をした者

に対し、書面により通知するものとする。 

（調査開始の通知等） 

第 6 条 調整委員は、条例第 16 条第３項又は第４項の申

出について調査を開始するときは、その旨を苦情に係る

施策を行う県の機関（以下「県の機関」という。）又は

関係者に対し、書面により通知するものとする。ただし、

条例第 16 条第 4 項の申出の場合において、相当な理由

があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通

知することができる。 

２ 調整委員は、条例第 16 条第 3 項の規定により、県の

機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他

の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めるとき、

又は同条第４項の規定により、関係者に対し、資料の提

出及び説明を求めるときは、書面により依頼するものと

する。 

（調査結果等の通知） 

第 7条 調整委員は、苦情又は相談の申出の内容について

調査が終了したときは、その結果を、速やかに、当該申

出をした者に対し、書面により通知するものとする。こ

の場合において、条例第 16条第３項の規定による助言、

指導若しくは勧告又は同条第４項の規定による助言、是

正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当該申出

をした者に通知するものとする。 

２ 調整委員は、苦情又は相談の申出の内容について調査

が終了した場合において、条例第 16 条第 3 項の規定に

よる助言、指導若しくは勧告又は同条第４項の規定によ

る助言、是正の要望等を行わないときは、その結果を、

速やかに、前条第１項の規定により調査開始の通知をし

た県の機関又は関係者に対し、書面により通知するもの

とする。 

（助言、指導又は勧告） 

第 8 条 条例第 16 条第 3 項の助言、指導又は勧告は、書

面により行うものとする。 

（助言、是正の要望等） 

第 9 条 調整委員は、条例第 16 条第 4 項の助言を関係者

に対し口頭で行った場合において、当該関係者から当該

助言の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められ

たときは、これを交付するものとする。 

２ 条例第 16 条第 4 項の是正の要望等は、書面により行

うものとする。 

（是正その他の措置の報告） 

第 10条 調整委員は、条例第 16条第 3項の指導又は勧告

を行ったときは、当該指導又は勧告を行った県の機関に

対し、是正その他の措置について、相当の期限を設けて

報告を求めるものとする。 

（申出の処理の状況等の報告等） 

第 11 条 調整委員は、毎年度、苦情又は相談の申出の処

理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を

作成し、知事に提出するとともに、これを公表するもの

とする。 

（身分証明書） 

第 12 条 調整委員は、職務を行う場合には、その身分を

示す身分証明書（別記様式）を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 

（補則） 

第 13 条 この規則に定めるもののほか、申出の処理に関

し必要な事項は、調整委員が協議して定める。 

附 則 

 この規則は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

   附 則（平成 19年３月 30日規則第 23号） 

 この規則は、平成 19年４月１日から施行する。 

  

 

別記様式（第 12条関係） 

  （省略） 
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年 世 界 の 動 き 日 本 の 動 き 岩 手 県 の 動 き

1945
（昭20）

●国際連合誕生(10月） ●婦人参政権確立

1946
（昭21）

●婦人の地位向上委員会設置 ●婦人参政初の総選挙

1972
（昭47）

●第27回国連総会で、1975年を国際婦人年
とすることを宣言（12月）

1975
（50）

●「国際婦人年世界会議」をメキシコシティで
開催
●「世界行動計画」を採択（7月）

●総理府に「婦人企画推進本部」を設置（9月）
●「総理府婦人問題担当室」設置（9月）

1976
（51）

●「国際婦人の十年」（1976～1985）
●育児休業法の施行（4月）
●民法等一部改正施行（6月）（離婚復氏制度）

1977
（52）

●「国内行動計画」策定（1月）
●「国内行動計画前期重点目標」発表（10月）
●「国立婦人教育会館」開館（10月）

●企画調整部青少年対策課において、婦人問題に関
する総括事務を所管（3月）
●婦人問題関係課長会議開催（4月）
●婦人団体県連会長会開催（4月）（以後、毎年度開
催）
●婦人対策懇談会設置（12月）

1978
（53）

●「岩手の婦人対策の方向」を策定（8月）
●「岩手婦人の集い」開催（8月） （以後、毎年度開催）
●「婦人の生活実態と意識に関する調査」を実施（9
月）
●「岩手県婦人問題研究会議」開催
●広報紙「婦人情報」創刊（10月）

1979
（54）

●第34回国連総会で、「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約」（女子
差別撤廃条約）を採択（12月）

●企画調整部青少年婦人課設置　（4月）
●「婦人週間ブロック会議」開催（県内4会場）（4月）（以
後、毎年度開催）
●婦人海外研修「訪ソ婦人の船」に5人の女性を派遣
（7月）
●「北海道、東北、関東地区婦人問題推進地域会議」
を開催（11月）

1980
（55）

●「国連婦人の十年中間年世界会議」をコペ
ンハーゲンで開催（7月）
●「国際婦人の十年後期行動プログラム」を
採択

●「女子差別撤廃条約」署名（7月）
●婦人海外研修「中華人民共和国」に5人の女性を派
遣（8月）（56年度は6人の女性を派遣）

1981
（56）

●「女子差別撤廃条約」発効（9月）
●「国内行動計画後期重点目標」を発表（5月）
●民法・家事審判法一部改正施行（1月）
　　（配偶者相続分の引上げ等）

●「岩手の婦人」発刊（4月）
●「岩手の婦人対策の方向後期重点目標」を設定

1982
（57）

●岩手婦人の船洋上研修の開始（1月）（以後、毎年度
実施）
●岩手県単独による婦人海外研修の開始（9月）
　　（以後、毎年度10人の女性をヨーロッパ等へ派遣）

1984
（59）

●「婦人の生活実態と意識に関する調査」を実施（11
月）

1985
（60）

●「国連婦人の十年最終年世界会議」をナ
イロビで開催（7月）
●「婦人の地位向上のためのナイロビ将来
戦略」を採択（7月）

●国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律施行（1
月）
　　（父母両系主義）
●「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」
（男女雇用機会均等法）成立（5月）（昭和60.6.1公布、
昭和61.4.1施行）
●「女子差別撤廃条約」批准（6月） 7月発効

1986
（61）

●総理府「婦人問題企画推進有識者会議」設置（4
月）
●国民年金法の一部改正施行（4月）（婦人年金権の
確立）

1987
（62）

●「農山漁村婦人の日」の設定（3月）
●「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を策定
（5月）

1988
（63）

●「新岩手の婦人対策の方向」を策定（3月）

1989
（平成元）

●「岩手県婦人行政推進連絡会議」設置（5月）
●「いわて女と男のさわやかフォーラム」（岩手婦人の
集いを改称）を開催（9月）（以後、毎年度開催）

1990
（2）

●「西暦2000年に向けての婦人の地位向上
のためのナイロビ将来戦略の実施に関する
第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採
択（5月）

●「婦人週間いわて地域フォーラム」（婦人週間ブロッ
ク会議を改称）を開催（5月）（以後、毎年度開催）
●「岩手の女性の意識に関する調査」を実施（11月）

1991
（3）

●「育児休業等に関する法律」成立（5月）
　　（平成3.5.15公布、平成4.4.1施行）
●「西暦2000年に向けての新国内行動計画（第一次
改定）」を決定（5月）

1992
（4）

●「いわて女性さわやかプラン」を策定（3月）

1993
（5）

●第4回世界婦人会議日本国内委員会設置
●青少年婦人課を青少年女性課に改称
●「さわやか地域フォーラム」開催

1994
（6）

●「開発と女性」に関する第2回アジア太平
洋大臣会議（於：ジャカルタ）
（ＥＳＣＡＰ地域準備会合）

●男女共同参画推進本部設置
●男女共同参画審議会発足
●男女共同参画室発足

1995
（7）

●第4回世界女性会議開催　　行動綱領、北
京宣言採択

●「育児休業法」の改正（介護休業制度の法制化）

1996
（8）

●男女共同参画審議会による男女共同参画ビジョン
の答申　（7月）
●男女共同参画2000年プランの策定（12月）

●「いわて女性さわやかプラン」後期具体的施策の策
定（3月）

1997
（9）

●男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休
業法の改正（6月）

●情報紙「ｊｏｉｎ」創刊

1998
（10）

●男女共同参画社会基本法（仮称）の論点整理（中
間報告）の公表

●「男女が共に支える社会に関する意識調査」を実施
（6月）
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年 世 界 の 動 き 日 本 の 動 き 岩 手 県 の 動 き

1999
（11）

●男女共同参画社会基本法制定（6月）

2000
（12）

●国連特別総会「女性2000年会議」（ニュー
ヨーク）

●「男女共同参画基本計画」策定 ●「いわて男女共同参画プラン」を策定（3月）

2001
（13）

●男女共同参画会議設置
●男女共同参画局設置
●第１回男女共同参画週間
●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律（DV防止法）制定（4月）

2002
（14）

●「岩手県男女共同参画推進条例」（10月）

2003
（15）

●女性のチャレンジ支援策の提言（4月）
●次世代育成支援対策推進法制定（7月）

●青少年女性課を青少年・男女共同参画課に改称
●「男女共同参画に関する苦情及び相談の処理制度」
（4月）
●「男女が共に支える社会に関する意識調査」を実施

2004
（16）

●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律（DV防止法）の改正（12月施行）

2005
（17）

●第４９回国連婦人の地位委員会（ニュー
ヨー
ク）

●育児・介護休業法の改正（4月施行）
●「第２次男女共同参画基本計画」策定（12月）

●「いわて男女共同参画プラン」を改訂（7月）
●「いわて配偶者暴力防止対策推進計画」を策定（9
月）

2006
（18）

●第１回東アジア男女共同参画担当大臣会
合（東京）

●男女雇用機会均等法改正
●「男女共同参画センター｣開設（4月）
●「男女が共に支える社会に関する意識調査」を実施

2007
（19）

●第２回東アジア男女共同参画担当大臣会
合（インド）

●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律（ＤＶ防止法）の改正（2008.1施行）

2008
（20）

●「いわて配偶者暴力防止対策推進計画」を一部改正
（5月）

2009
（21）

●育児・介護休業法の改正（7月施行）
●岩手県男女共同参画審議会に新しい「いわて男女
共同参画プラン」の基本的方向について諮問
●「男女が共に支える社会に関する意識調査」を実施

2010
（22）

●「第３次男女共同参画基本計画」策定（12月）

2011
（23）

●「いわて男女共同参画プラン」を策定（3月）
●「いわて配偶者暴力防止対策推進計画」を策定（3
月）

2012
（24）

●「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画」
策定（6月）

●「男女が共に支える社会に関する意識調査」を実施

2013
（25）

●「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指
針」公表（5月）
●若者・女性活躍推進フォーラムの開催、提言（5月）
●「日本再興戦略」の中核に「女性の活躍推進」が位
置づけられる（6月）
●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律（ＤＶ防止法）の改正（2014.1施行）

2014
（26）

●「日本再興戦略」改訂2014に「『女性が輝く社会』の
実現」が掲げられる（6月）
●「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置（10
月）

●若者女性協働推進室を設置（4月）

2015
（27）

●「北京＋20」
「北京宣言」及び「行動綱領」が採択されて
から20年を契機とし、国連において「北京＋
20」として、第59回国連婦人の地位委員会
（CSW）において、これまでの取組状況に関
するレビューを行う（3月）ほか、広報・啓発等
の活動を実施。
●「第３回国連防災世界会議を仙台で開催
（3月）。「女性と若者のリーダーシップ促進」
等を盛り込んだ「仙台行動枠組2015-2030」
を採択

●女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律制定（９月施行）

●「第３回国連防災世界会議」において若者や女性の
活躍支援の重要性を盛り込んだ「東日本大震災津波を
教訓とした防災・復興に関する岩手県からの提言」を
世界に発信（3月）
●「男女が共に支える社会に関する意識調査」を実施
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